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公益財団法人名古屋産業振興公社 

中小企業デジタル活用支援補助金 

【募集案内（ロボット枠）】 

中小企業の経営基盤の強化を図るため、ロボット技術等の活用により経営課

題の解決を目指す事業について、経費の一部を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

【お問合せ先】 

公益財団法人名古屋産業振興公社 名古屋市新事業支援センター 

所 在 地：名古屋市千種区吹上二丁目６番３号 

（名古屋市中小企業振興会館 ５階） 

電話番号：０５２－７３５－０８０８ 

応対時間：９:００～１７:００（土日・祝日を除く） 

 

■事業認定受付期間 

令和８年４月１５日（水）～令和８年９月３０日（水） 

〔締切：受付期間終了日の１６：００必着〕 

○令和８年１１月以降に着手する事業計画を募集します。 

※令和８年１０月の事業認定後に発注、依頼、申し込み、契約を行い、補助事業の実

施期間中（事業認定後～令和９年１０月３１日）に全ての経費支払いが完了したもの

が補助対象となります。 

◆申請書等の各種様式につきましては、公益財団法人名古屋産業振興公

社新事業支援センターのウェブサイトからダウンロードしてください。 

 URL https://www.nipc.or.jp/digitalgrants/ 

 または、「中小企業デジタル活用支援補助金」で検索 

◆この補助金は事業計画の内容について審査を行い、 

補助事業者を決定します。 

そのため、全ての申請者が事業認定の対象となるものではありません。 

◆提出方法：申請受付フォームより 

※申請書類の記載漏れや不足等の不備があった場合は、不採択となります。 

不備のないよう、提出前にご自身でよくご確認ください。 

※上記申請受付フォームからの申請が難しい方はご相談ください。 
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１ 目的  

  名古屋市内（以下、「市内」という。）の中小企業者が、ロボット技術等を活用した生

産性の向上等により経営課題の解決を目指す事業に対し、公益財団法人名古屋産業振興

公社（以下、「公社」という。）が、その事業に要する経費の一部を補助するとともに、

伴走型支援を行うことにより、市内中小企業者の経営基盤の強化に資することを目的と

します。 

 

２ 申請の区分  

  申請区分及び補助対象経費は以下の通りです。 

区 分 補 助 対 象 経 費 

ロボット枠 

・ロボット※導入費 

・設備費 

・ソフトウェア等導入費 

※ ロボット…日本産業規格（JIS規格）「JISB0134:2024ロボティクス－用語」の定義による。 

 

【ご注意ください】 

・産業用ドローンを補助対象経費に含む場合、通常枠・賃上げ枠に該当します。 

ロボット枠での申請はできません。 

 ・ロボットを補助対象経費に含む場合、通常枠・賃上げ枠での申請はできません。 

 

３ 補助事業者  

（１）補助事業者は、ロボット技術等の活用により経営課題の解決を目指す中小企業者で

あって、次のすべてに該当する方とします。 

①中小企業者であり、みなし大企業でないこと。 

②法人の場合は、本店として登記されている住所地が市内であること。 

 個人で事業を営んでいる場合は、住民票に記載されている現住所及び主たる事業所が

市内であること。 

③市税を滞納していないこと。 

④名古屋市暴力団排除条例（平成24年名古屋市条例第19号）第２条第１号に規定する暴

力団若しくは同条例第２条第２号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でない

こと。 

⑤反社会的勢力に該当する、あるいは今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思

のある者でないこと。 

⑥訴訟等による係争や法令違反による処罰等をかかえている者でないこと。 

⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第 122号）第３条

に規定する営業許可を受ける事業若しくは第27条及び第31条の２、第31条の７、第31

条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業を営んでいない、又は
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今後営む予定でないこと。 

⑧過去に本補助金の交付を受けていないこと。 

⑨その他補助金を交付することについて、理事長が不適当と認める事由のないこと。 

 

【中小企業者の定義について】 

中小企業基本法（昭和38 年法律第 154  号）第 2 条第 1 項各号に規定する会社又は個人を

いいます。 

業種分類 定 義 

製造業その他 
資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員の

数が３００人以下の会社及び個人 

卸売業 
資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社又は常時使用する従業員の

数が１００人以下の会社及び個人 

小売業 
資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下の会社又は常時使用する

従業員の数が５０人以下の会社及び個人 

サービス業 
資本金の額又は出資の総額が５，０００万円以下の会社又は常時使用する

従業員の数が１００人以下の会社及び個人 

※「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、（特例）有限会社、弁護士法人、監査法人、税理士法人、

行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人を指します。（社会福祉法

人、医療法人、ＮＰＯ法人等は中小企業者には該当しません） 

※ただし、次のいずれかに該当するみなし大企業を除きます。 

・発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業者 

・発行済株式の総数又は出資価額の３分の２以上を複数の大企業が所有している中小企業者 

・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者 

 

（２） （１）のほか、ロボット枠で申請される方につきましては、名古屋市新事業支援

センターで、ロボット技術等の活用に関する相談を受けることが申請の要件となっていま

す。 

 

【ロボット技術等の活用に関する相談 お問合せ先】 

名古屋市新事業 

支援センター 
電話番号：０５２－７３５－０８０８ 

令和８年４月１５日（水） 

相談開始(※要事前予約) 
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４ 補助事業  

  ロボット技術等を活用し、生産性の向上等、経営課題の解決を目指す事業を補助金の

交付の対象とします。具体的な活用例を以下に示します。 

【活用例】 

ロボット導入 

【手作業工程の自動化】 

 搬送・組立・検査工程へロボットを導入し、手作業の自動

化を図る。 

【生産性向上】 

 品質検査ロボットの導入により不良を削減し、生産性を向

上させる。 

【人とロボットの協働による作業の最適化】  

協働ロボットを導入し、高負荷作業を代替することで作業

効率を改善する。 

 【人手不足対策】 

   協働ロボットやビジョンシステム搭載ロボット等の導入に 

より、人手不足を補完する。 

 

５ 補助率・補助金額  

区 分 補 助 率 補 助 金 額 

ロボット枠 補助対象経費の２分の１以内 10万円～500万円 

 

６ 補助対象経費  

（１）補助事業者が行うロボット技術等の活用に向けた各種取り組みに要する経費で、以

下の経費が対象となります。 

経 費 区 分 内 容 

ロボット導入費【必須】 

・ロボット（搬送・組立・検査用）、自動化装置・機器を含む設備、

協働ロボット等の取得費 

・ロボットの設計・構築・開発にかかる委託料 

・ロボットにかかるリース料 など 

ソフトウェア等導入費 

・ロボットと連携するシステムや、ロボット・デジタル活用に必要な

ソフトウェアの導入費 

・ロボットの制御・運用に必要なソフトウェア等の取得に関する経費 

（クラウドを含むシステム等の開発・導入にかかる委託料を含む）  

・ソフトウェアにかかるサブスクリプション、クラウドサービスの利 

用料  
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設備費 

・補助事業を実施するために必要な機械設備、電子機器等の取得費 

（付属品も含む）  

・設置にあたっての動作確認、検収、デバックに関する経費  

・機械設備、電子機器等にかかるリース料 等  

【具体例】  

・センサー、マイクロコンピュータ、カメラ、ＲＦＩＤ等のＩｏ 

Ｔ・ＡＩシステム構成部品  

・ＰＣ、タブレット、基幹システム用サーバーなど（付属品も含

む） 

〇ロボット枠に申請する場合は補助対象経費にロボット導入費を必ず含む必要がありま

す。 

○リース、サブスクリプション及びクラウドサービス利用料について 

 事業の認定後に契約し、契約始期日から補助事業の実施期間の末日までを対象期間と

し、補助事業の実施期間内（事業認定後～令和９年１０月３１日）に支払いが完了したも

のを対象とします。 

※対象期間に１か月未満の端数が生じたときは端数を切り捨てとし、年額払い等の場合においては、月額に

換算して計算します。 

※リースの対象となる範囲は機械設備（ロボットを含む）に限るものとします。ただし、あらかじめシステ

ムやソフトウェアが組み込まれた機械設備・ロボットをリースの範囲に含めることは認めるものとしま

す。 

 

（２）以下の経費につきましては補助対象外となります。 

・産業用ドローンの取得費又はリース料 ※通常枠又は賃上げ枠での申請となります。 

・商品の仕入に係る経費や販売を目的としたソフトウェアの開発費 

・宣伝や広告に係る費用 

・コンサル費用、専門家への謝金 

・人件費、インターネットの通信料 

・電子機器等を除く事務用備品（机、椅子、棚等）、消耗品の取得費 

・設備等の使用方法に関する講習費用 

・設置後のアフターサービスに関する費用（但し、導入時の費用に含まれる場合を除く） 

・設備等の運送費 

・既存システム、設備等の修理費（バージョンアップを伴わないもの） 

・公租公課（消費税及び地方消費税等）、各種保険料、借入金などの支払利息及び遅延損害金、振込手数料 

・既存設備・サービスの更新費用、保証費用・保守費用 

・サイバーセキュリティ対策に関するソフトウェアやシステムの取得にかかる経費のみでの申請 

・見積書、領収書等の帳票類に不備がある場合 

・ポイントでの支払い分、値引き費用 

・代表者本人あるいは代表者が同一人である会社との取引に関する経費 
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・補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、補助対象経費との支払の区別が難しいもの 

・他の取引と相殺して支払が行われている場合 

・交付の決定前に契約・納品が行われた経費（交付の決定後に契約・納品したものでないと対象外となり

ます） 

・その他公序良俗に反する等、理事長が適当でないと認める事業 

 

【ご注意ください】 

システムインテグレーター※への発注など、複数の経費を一括した契約に関しては、具体的な内

訳をご提示頂き、経費ごとに補助対象経費に該当するかどうかを判断させて頂きますので、必ず

契約金額の内訳がわかる書面をご提示頂きますようお願いします（内訳が不明な場合、補助対象

経費と見なすことはできません）。また、補助事業の実施期間内に契約内容の全てが履行され、

全ての支払が完了していることが条件となります。 

※情報システム、ロボット等の企画、構築、運用などの業務を顧客から一括して請け負う業者 

 

 

【補助対象経費の取扱いについて】 

補助金の対象となる経費は、申請書類に記載された内容に基づき厳密に確認いたします。申請後の

補助対象経費の変更は原則として認められませんので、申請前に内容をご確認のうえ、正確にご記

入ください。 

 

（３）条件等 

①補助対象経費の発生・支払時期 

補助事業の実施期間内に発生し、支払いを完了した経費が補助対象となります。 

補助事業の実施期間外に契約、支払いが行われたものは対象とすることができません。 

※クレジットカードや口座振替等での支払いの場合、購入日ではなく「引き落とし日」

が補助事業の実施期間内に含まれる必要があります。 

②設備等の設置場所 

設備等の設置場所は、市内の事業所とします。 

ただし、ソフトウェア等については、複数の事業所で使用する場合、市内の事業所が含

まれていれば、市外の事業所での使用も可能とします。 

③補助対象経費の合計額 

補助対象経費の合計は、20万円以上とします。※消費税等は除く 
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④その他 

・設備等は、生産性向上等、経営課題の解決のために導入するものであること。 

・設備等の導入後、公社による設置確認の要請及び成果報告の協力に応じること。 

・設備等は、複数の事業者で共同所有するものでないこと。 

・設置にあたり、必要な法令が守られていること。 

・補助事業を実施する期間中に同一の経費について、国・県又は名古屋市の他の補助金

の交付対象となっていないこと。 

・補助金を交付することについて、不適当と認める事由のないこと。 

 

７ 補助金の交付までの流れ（予定） 

 

【事業計画認定申請で提出いただく書類】 

No. 提出書類 

1 

（様式第１号） 

公益財団法人名古屋産業振興公社中小企業デジタル活用支援補助金事業計画認

定申請書 

2 

（様式第２号） 

公益財団法人名古屋産業振興公社中小企業デジタル活用支援補助金 

事業計画認定申請書 添付書類チェックリスト 

3 （様式第３号）企業概要書 
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4 （様式第４号）補助事業計画書 

5 （様式第４号別紙）補助事業計画書【補助事業に要する経費の内訳】 

6 補助事業に係る導入設備等の見積書の写し 

7 
（法人の場合） 

貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるものの写し（直近３事業年度分） 

8 
（個人の場合） 

所得税青色申告決算書又は収支内訳書の写し（直近３年分） 

9 （様式第５号）支援内容確認書 

※業歴が３期分に満たない場合は、既に到来した決算分のみご提出ください。業歴が１期分に満たない

場合、提出は不要です。 

８ 審査  

事業計画の内容について審査を行い、補助事業者を決定します。 

 なお、審査における主な着眼点は以下のとおりです。 

（１）主な着眼点 

項  目 内    容 

①課題認識・活用方法 
・自社の経営課題を適切に把握しているか。 

・経営課題に対するロボットの選定・活用方法は適切か。 

②効果・成長性 

・ロボットの活用により、売上拡大や生産性の向上が見込まれる

か。 

・補助事業実施後の将来的な展望も含めた計画となっているか。 

 （例：ロボット導入により省力化を図り、人員配置を見直し営業体制を

強化、新サービスを実施する、など） 

・事業実施後も継続してデジタル技術（ロボット）を活用し、積

極的な経営改善を図る計画となっているか。 

③実現可能性 

・資金計画、スケジュール、補助事業を進める体制等に無理は無

いか。 

・ロボット導入にあたり、安全面に配慮した計画となっている

か。 

④政策的観点 

・ＳＤＧｓへの取り組みを行っている、または環境に配慮した経

営方針となっているか。 

・パートナーシップ構築宣言※を行っている事業者であるか。 

※取引先との共存共栄の取組や、「取引条件のしわ寄せ」防止を代表者の

名前で宣言するもの。本補助金では交付申請締切日時点で、（公財）全

国中小企業振興機関協会が運営する下記ポータルサイトにおいて宣言を

公表している事業者が加点対象となります。 
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(https://www.biz-partnership.jp/index.html） 

・名古屋市が実施する「ロボット・ＡＩ・ＩｏＴ人材育成事

業」又は「デジタル人材育成事業」のいずれかを受講してい

る事業者であるか。 

 ※本補助金につきましては「名古屋市ロボット・ＡＩ・ＩｏＴ人材育成事

業」（令和２年度から令和４年度）又は「名古屋市デジタル人材育成事

業」（令和５年度、令和６年度、令和７年度）のいずれかの講座を受講

済みである事業者が加点対象となります。 

 

（２）通知 

審査結果をもとに、補助金の額を記載した事業計画認定通知書または不採択通知書を送

付します。 

 

（３）その他 

・審査方法、審査の結果（不採択の理由等）に関するお問合せには、一切応じかねま

す。 

・申請書類の作成、提出等に係る費用は、申請する方の自己負担となります。 

 

９ 事業認定後の主な注意事項  

（１）事業の認定を受けた後、実績報告書兼交付申請書提出以前に次の書類の提出が必要

です。 

   ・（法人の場合）履歴事項全部証明書の写し 

（提出日より３か月以内に発行されたもの） 

   ・（個人の場合）住民票の写しの写し 

（提出日より３か月以内に発行され、個人番号の記載のないもの） 

   ・事業認定申請時点で法人設立前・開業前または第一期事業年度を終了していない

場合は法人設立届出書又は開業届の写し 

   ・営業許可を受ける業種については営業許可証の写し 

・市税に関する滞納がない旨の証明の写し（事業認定日以降に発行のもの） 

（２）補助事業の変更等、以下に該当する場合は、承認が必要となります。 

・補助事業の内容及び補助事業に要する経費の配分を変更する場合（軽微な変更を

除く） 

・補助事業を中止又は廃止する場合 

※ 軽微な変更とは、補助金の算出に用いる補助対象経費総額の20 ％以内の変更をい

います（補助金の交付の目的の達成に支障がないと認められるものに限る）。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

においては、速やかに報告して指示を受けてください。 

（４）代表者、住所又は組織等を変更したときは、所定の様式に必要な書類を添付して、
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速やかに提出してください。 

（５）補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備してください。

また、書類、帳簿等は、補助事業等の完了後、５年間保存してください。 

 

10 実績報告兼交付申請・補助金の交付  

補助事業の完了後、３０日以内若しくは令和９年１１月３０日までのいずれか早い日まで

に、実績報告兼交付申請をして頂きます。その後、検査・確認を行い、補助金の額を確

定、通知、請求の後、補助金の交付となります。  

※１ 補助金の交付は、実績報告後、支払いまで期間を要しますので、資金繰りは余裕

を持って計画してください。 

※２ 補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであ

り、法人税等の課税対象となります。 

 

11 事業完了後の主な注意事項  

（１）財産処分の制限 

補助事業において取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以

上のものについては、交付決定後５年間、その処分等につき制限を受ける場合がありま

す。 

（２）事業活動の継続が困難になった場合 

補助金の交付決定後５年以内に、事業活動の継続が困難になった場合においては、速や

かに届出をしてください。 

（３）正当な理由のない事業活動の休止又は廃止について 

令和８年４月から５年以内に、正当な理由なく事業活動を休止又は廃止した場合、既に

交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じることがあります。 

 

12 暴力団の排除  

名古屋市暴力団排除条例（平成２４年名古屋市条例第１９号）第２条第１号に規定する

暴力団若しくは同条例第２条第２号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者は、補助

事業者にはなりません。（申請書に記載されている情報を愛知県警察本部に照会することが

あります。） 

補助事業者が交付の決定後、前述の条例の規定に該当することとなったとき、又は交付

申請をした当時に前述の条例の規定に該当していたことが後日判明したときには、補助金

の交付の決定を取り消すものとします。 

 

13 個人情報の管理  

本補助金の交付に係る提出書類により公社が取得した個人情報については、名古屋市へ

の報告、検査での提出及び以下の利用目的以外に利用することはありません。（ただし、法

令等により提供を求められた場合を除きます。）  
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・本補助金における補助事業者の審査・選考・事業管理（愛知県警察本部への照会を含

む。）のため 

・本補助金の事務連絡、資料送付、効果分析等のため 

・統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した 

統計データを作成するため  

 ・伴走型支援の実施のため 

・補助事業の成果について公表するため 

・当公社及び名古屋市の事業やイベントにかかる情報提供のため 

 

14 事業状況報告等への協力のお願い  

本補助金の交付を受けた方は、令和１０年度及び令和１１年度の２年間、事業の状況を

報告していただくこととなっております。 

また、必要に応じてご連絡をさせて頂く場合がありますので、ご協力くださいますよう

お願い致します。 

名古屋市及び公社では、デジタル技術の活用事例を創出し、市内中小企業のデジタル化推

進を支援していきたいと考えています。ついては、交付の決定以降、他の事業者にとって

参考となるような取り組み事例については公表させて頂きたいと考えておりますので、こ

ちらに関しましてもご協力をお願い致します。なお、公表する補助事業者及び内容につき

ましては、各補助事業者と相談の上、決定していきます。 
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事業計画認定申請書のご提出 

【事業計画認定申請書の受付期間】 

   受付開始：令和８年４月１５日（水）  ９：００～ 

受付終了：令和８年９月３０日（水） １６：００必着 

  【提出先】 

   名古屋市新事業支援センター（公益財団法人名古屋産業振興公社） 

  【提出方法】 

   申請受付フォームより提出 

   申請期間になりましたら中小企業デジタル活用支援補助金専用HP内に 

   申請受付フォームボタンを設置致します。 

※申請受付フォームより申請が完了しますと、「受付完了メール」を自動返信機能にて送

付致します。万が一、交付申請書類送信後、「受付完了メール」が届かない場合は、お

手数ですが下記電話番号までご連絡ください。「受付完了メール」が届かない場合、交

付申請書類が受信できていない可能性がございますので、必ずご確認頂きますようお願

い致します。 

※送付いただくデータのファイル形式は、全てPDF形式でご提出ください。 

ただし、様式第1号、2号、3号、4号別紙はExcelデータ※１及びPDFデータの2つの形式に

てご提出ください。 

※１ 1つのExcelデータに上記４つのシートが含まれています。 

※ファイルの容量が20MB以上の場合、データの添付が出来ませんので、事前にご相談頂き

ますようお願い致します。 

※申請書類の記載漏れや不足等の不備があった場合は、不採択となります。 

不備のないよう、提出前にご自身でよくご確認ください。 

※申請受付フォームからの申請が難しい方はご相談ください。 

 

お問合せ先 

公益財団法人名古屋産業振興公社 名古屋市新事業支援センター 

所在地：名古屋市千種区吹上二丁目６番３号 

（名古屋市中小企業振興会館 ５階） 

電話番号：０５２－７３５－０８０８ 

応対時間：９：００～１７：００（土日・祝日を除く） 

 


